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はじめに

　多様な資本主義の存在については，戦後の日本やド
イツの経済的興隆とともに注目が高まり，アベグレン
らによるアメリカ企業とは異なる日本の組織行動に関
する研究，青木による日本の企業システムに関する比
較制度分析などがその理論的発展に貢献したと言われ
ている。また，資本主義国家の類型化を最初に行った
のは，フランスの実業家アルベールとされ（Crouch 
2005；ルシュヴァリエ 2015），アングロサクソン型，
ライン型という言葉を用い，自由主義型資本主義と調
整型資本主義を峻別，社会主義体制崩壊後に残った市
場経済がアメリカ型だけではないという問題提起を
行った。ボワイエらを中心とするフランスのレギュラ
シオン学派や，イギリスの社会学者ウィットレイら
が，国を基準とする社会システムやビジネスシステム
の類型化を行うなど，1990 年代以降，資本主義の多
様性について多くの研究成果が発表されている。
　そうした比較資本主義分析において，最も影響力の
あった文献は，ホール＆ソスキスによる『資本主義の
多様性―比較優位の制度的基礎』（以下，VoC）で
ある。VoC は，ハーバード大学ヨーロッパ研究セン
ター（CES）とベルリン社会科学研究センター（WZB）
が，若手の政治経済学者を結集して行った共同研究プ
ロジェクトの集大成であり，2001 年の刊行から今日
に至るまで，本書の主要な主張（後述）を前提とした
研究が，雇用システム，教育・訓練システム，金融・
コーポレートガバナンスなど多方面で行われている。

主要な主張

　VoC は，政治経済学者を中心とした研究だが，ゲー
ム理論や制度経済学の概念を活用，マクロレベルの制
度とミクロレベルの企業行動の分析を接合，各国の政
治経済の仕組みと企業の商品市場戦略やイノベーショ
ンの特徴を関連付ける理論的枠組みを提供している。
本書の主要な主張は以下の通りである。

ホール＝ソスキス
『資本主義の多様性―比較優位の制度的基礎』

　先ず，政府や労働組合ではなく，企業を経済活動の
中心的アクターと位置付け，企業が，従業員，株主，
サプライヤーと言った他のアクターとどう向き合い，
労使関係を始めとする諸制度の課題をいかに解決し能
力を発揮するかに分析の焦点を当てている。制度につ
いては，労使関係，コーポレートガバナンス，教育・
訓練システム，企業間コーディネーションの 4 領域

（企業内部の従業員との関係を入れると 5 領域）を重
視，それらの領域で，企業が他のアクターとどのよう
な関係性を築き直面する課題に対応するかが，企業の
競争力や成功を占うとしている。課題の解決方法やア
クター間のコーディネーション様式はそれぞれの領域
で補完的となるため，各制度は相互に補強しながら制
度的補完性を形成，企業はそれぞれの環境で支配的な
制度やゲームのルールに沿って商品市場戦略やイノ
ベーションを創出する。したがって，VoC は，特定
の資本主義形態が他より優れている（或いは，劣って
いる）という見方や，グローバリゼーションや技術革
新が一つのベストプラクティスや特定の資本主義形態
への収斂に通じるという見方を否定，グローバリゼー
ションは，むしろ，各国の得意分野や不得意分野を顕
在化し，それぞれの国を得意分野に専業化させる，し
たがって，すべての分野で比較優位を築くことを期待
すべきではないことを示唆する。
　代表的な資本主義形態として，市場における問題解
決を重視する「自由な市場経済，（以下 LMEs）」と，
アクター間のコーディネーションを重視する「調整さ
れた市場経済（以下 CMEs）」の 2 類型を提示，それ
ぞれの市場経済における制度の枠組みとそこから導出
される商品戦略やイノベーションについて以下のよう
に要約している。

制度的補完性

　LME の制度的補完性としては，先ず，規制の少な
い労働市場があげられる。採用と解雇が低コストで行
われるため，アメリカの経営者は容易に雇用調整を行

山内　麻理【雇用制度改革】
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い柔軟な報酬体系を導入することができる。コーポ
レートガバナンスや金融システムは，格付機関による
情報やアナリストレポートなど公に入手できる情報や
評判を活用，投資家やアナリストなどが，企業経営を
監視する役割を負う。これらの外部者は収益性が不透
明な事業や採算を取るのに長期間を要する事業への投
資を忌避する傾向があり，LME 諸国では長期安定資
金を継続的に維持することが難しい。そうした金融シ
ステムや労働市場と補完的に，LMEs における企業間
コーディネーションは希薄であり，アクター間のコー
ディネーションより市場競争を通じた標準設定が重視
される。
　このような制度下では，従業員は転職先で使い物に
ならない企業特殊的技能の習得を敬遠，より広範囲な
労働市場で活用できる一般的技能の習得に励む。企業
の立場からも，転職や引き抜きを抑制する企業間関係
や長期の労使関係がないため，企業内訓練は限定的と
なる。また，高度な一般的技能を習得できない低所得
層は低技能のままとなる。その結果，職場内，或い
は，産業や企業グループ内の緊密なコーディネーショ
ンを要する生産システムの構築や高度な熟練工の育成
は期待できず，それらの多くを必要とする自動車産業
や機械産業においてアメリカがドイツや日本に対抗で
きないとする。他方，柔軟な雇用調整を必要とする産
業や，高度な一般的技能を必要とする産業，リスク
キャピタルの活用が肝要な産業において LME 諸国は
CME 諸国より優れているとされる。
　CME の制度的補完性は，LME のそれとは対極に
ある。先ず，労使関係について触れると，ドイツで
は，共同決定法に基づき，経営の監視を行う監査役会

（取締役会）は，大企業であれば株主の代表と従業員
の代表が同数でなければならない。各職場は労使協議
会を設置し従業員代表と企業代表が就労規則などにつ

いて協議できる。賃金交渉は産業別労働組合と雇用者
連合の間で行われるため，同一のジョブであれば企業
間賃金格差は低く，引き抜きのリスクや価格競争は緩
和される。コーポレートガバナンスや金融システム
は，銀行による間接金融が主体であり，LMEs のよう
に外部者ではなく従業員代表や銀行など内部者を含む
ステークホルダーによるモニタリングが重視される。
したがって，長期の資金調達が円滑となり不況期にお
いても雇用維持が可能となる。長期的労使関係と補完
的に，企業間コーディネーションも長期で協調的であ
り，いったん内部者として認識されると，業界団体な
どを通じて積極的な情報交換がされる仕組みがある。
このような労使関係や企業間コーディネーションによ
り，ドイツ語圏を中心に，産業別労働組合や雇用者連
合などソーシャルパートナーの連携による職業訓練が
発達，企業特殊的技能に加え産業特殊的技能の習得が
促進される。

比較制度優位

　VoC によれば，こうした制度の枠組みや補完性が
各国の商品市場戦略を規定，グローバリゼーションを
通じて産業や商品分野ごとの得意・不得意分野を特定
する。そのため，各国は，自らが得意とする産業や商
品に特化する傾向がある。例えば，CME 諸国では，
産業別の教育訓練制度や企業内の技能形成を通じて産
業特殊的，企業特殊的技能が形成され，漸進的イノ
ベーションを必要とする分野で強みを発揮する。他
方，急速な変化への対応力は低く急進的なイノベー
ションを必要とする産業では後れを取る。
　LME 諸国では，IT やバイオテクノジーのように急
進的なイノベーションを必要とする産業で強みを発揮
するが，労使双方の長期のコミットメントを必要とす
る企業特殊的技能の習得を促進する制度的サポートが

資本主義の多様性――2つの類型

LMEs CMEs
該当国 アングロサクソン諸国 欧州大陸・日本
コーポレートガバナンス
ファイナンス

株主重視，主に，外部者による公開情報を活用
短期・リスクキャピタル

銀行などステークホルダーによる評判を活用
長期安定資金

労働市場・労使関係 規制が少なく，解雇や賃金設定が柔軟 協調的な労使関係と，労使協調に基づく賃金設定
教育訓練システム・技能形成 高度な一般的技能，または，低技能 企業による人的資源投資　　企業・産業特殊的技能
企業間関係 市場競争重視 企業間協調を重視
イノベーション 急進的 漸進的

商品市場戦略 IT・バイオテクノロジー等，低付加価値サー
ビス業 自動車，工作機械等

出所：筆者作成
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弱く漸進的イノベーションが重要な産業においては比
較劣位にあるとされる。ホール & ソスキスは，そうし
た特徴をドイツとアメリカの取得特許の集中度によっ
て説明，それぞれの特許取得件数が特定分野により集
中し，その状況が両国で対称的であることを示した。
　LME 諸国には，高度な一般的技能を必要とする産
業以外にもう 1 つ商品市場戦略上の強みがある。それ
は，安価な労働者を大量に雇用することで実現できる
低付加価値のサービス業であり，飲食業や大型小売業
などが該当する。ドイツ語圏や多くの欧州大陸諸国

（特に，北部）のように大半の労働者が何らかの訓練
を受け，報酬が集団的に決定される国々においては，
低付加価値サービス業は労働コストや労働者のモー
ティベーションの観点から現実的ではない。
　その後，比較制度優位に関する分析はさらに精緻化
されてきた。例えば，ソフトウェアの分野では，技術
や知識の不確実性が高く陳腐化が起こりやすいアプリ
ケーションソフトやミドルウェアでは LMEs が強く，
知識の集積や擦り合わせなど漸進的なイノベーション
が重要な業務用ソフトウェアでは，ドイツなど安定し
た労使関係を持つ国に強みがある。バイオテクノロ
ジーにおいても，治療用（therapeutics）バイオテク
ノロジーと基盤（platform）バイオテクノロジーとで
は，前者の方がより急激なイノベーションが必要とさ
れアングロサクソン諸国に強みがある（Casper and 
Whitley 2004）。
　このように VoC に従えば，どのような制度環境が
どのような商品戦略に適しているか，逆に，特定の産
業を興すためにはどのような制度環境が重要かについ
て，予見可能性を高めてくれる。企業の立場からすれ
ば，各国の制度をアービトラージ（裁定）し，研究開
発は LMEs，高品質の生産活動は CMEs で行うと言っ
た戦略も考えられる（Hall 2015：5）。実際，第 10 章
では，複数のドイツ大手化学・製薬企業が，90 年代
以降に研究所の設立や買収によりリスクの高い研究開
発部門をアメリカに移管，さらに，合併や売却を通じ
て薬品ビジネスから撤退した様子が描かれている（p. 
357）。

VoCへの批判

　本書は，先進資本主義国家を 2 分類し，それぞれの
制度的補完性や企業のコーディネーション様式の特徴
と，イノベーションや商品市場戦略との関係を簡潔に

議論したことで，出版以来各方面で注目を集めたが，
その分，数多くの批判にも晒されてきた。代表的な批
判に，収斂論者からの批判，国を単位とすることへの
批判，2 分類への批判，企業を中心的アクターとする
ことへの批判，制度変化を説明できないことに対する
批判などがある（Amable 2003；Crouch 2005；Hancké 
2009）。
　例えば，企業を中心的アクターとする分析手法は，
効率性や経済パフォーマンスを重視し機能主義的にな
りやすく，制度形成における政治的・社会的側面が軽
視される。また，制度間の補完性や均衡を重視する
VoC では，制度変化における外生的ショックの役割
が強調され，漸進的で内生的な変化が説明しにくい。
この点については，その後，著者自らが，外生的な
ショックが不在でも，下からの企業行動の変化の蓄積
が制度変化に繫がる可能性を認め，「離脱」（defection）
や「再解釈」（reinterpretation）といった制度変化の
プロセスを提示している（Hall and Thelen 2009）。
日本に当てはめると，解雇 4 要件が解雇 4 要素へ変化
したことは，まさに「再解釈」に相当しよう。
　次に，2 分類への批判について議論する。この批判
は日本への示唆という点で重要であろう。ホール＆ソ
スキスは，本書の第 1 章において，主要国の 6 カ国 1）

を LMEs に，10 カ国 2）を CMEs に，さらに，6 カ国 3）

を曖昧な国として分類している（pp. 19-21）。しかし
ながら，CMEs と分類される国々，或いは，LMEs と
分類される英語圏においてさえかなりの相違がある。
VoC は，ドイツとアメリカをそれぞれの類型の代表
国として位置付けており，その両国を念頭に書かれた
箇所が多い。他方，CME 諸国を比較すると，例えば，
ドイツとスウェーデンでは伝統的な集団交渉における
コーディネーションの単位は異なり，国家の役割や労
働市場政策のあり方なども異なる。北欧については
1990-2005 年の間により LMEs に接近したという分析
もある（Schneider and Paunescu 2012）。
　日本とドイツの相違点も大きい。VoC はもともと
ヨーロピアン・スタディズの研究者を中心に展開した
ため原書における日本に関する記載は周辺的だが，日
本を CMEs として分類した背景については，日本語
版序文の中で 4 つの制度領域ごとに詳細に触れられて
いる。それによると，北部ヨーロッパに一般的な
CMEs とは異なるものの， 資金調達において長期資本
に依存できること，労働者の企業への協力を確かにす
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　やまうち・まり　国際教養大学客員教授。主著に『雇用シ
ステムの多様化と国際的収斂―グローバル化への変容プロ
セス』（慶應義塾大学出版会，2013 年）。雇用システムと教
育訓練システムの国際比較，制度的補完性専攻。

Hall, Peter and Soskice, David（2001）Varieties of Capitalism: 
The Institutional Foundations of Comparative 
Advantage, Oxford: Oxford University Press.（＝2007，
遠山弘徳ほか訳『資本主義の多様性―比較優位の制度的基
礎』ナカニシヤ出版）

 1）アメリカ，イギリス，アイルランド，カナダ，オーストラリ
ア，ニュージーランド

 2）ドイツ，オーストリア，ベルギー，デンマーク，フィンラン
ド，オランダ，ノルウェー，スウェーデン，スイス，日本（た
だし，表 1.1 ではアイスランドを加え 11 カ国）

 3）フランス，イタリア，スペイン，ポルトガル，ギリシャ，ト
ルコ
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岩波書店．

る長期的雇用関係があること，比較的高度な教育を受
けた従業員に企業・職業別技能が提供されること，研
究開発に関わる実質的な企業間協力がイギリスやアメ
リカと比べ可能であることなどが挙げられている。し
かしながら，日本とドイツの企業間コーディネーショ
ンの違いは明らかであり，同一産業内でのコーディ
ネーションが中心のドイツに対し，日本のコーディ
ネーションは系列やサプライチェーンなど企業グルー
プ内が中心である。したがって，ドイツ語圏で見られ
る技能形成における企業間コーディネーションは限定
的であり，中途採用市場の発達もドイツとは比較でき
ない。賃金交渉も北部ヨーロッパに見られるような集
団的なものではなく（春闘による共同の気運醸成はあ
るものの）最終的妥結は各企業の経営者と企業別組合
間で行われ，その結果，企業間の価格競争も激しい。
　政府の役割をより重視したアマーブルの 5 分類にお
いて，日本は大企業で雇用保障が高く，政府による積
極的労働市場政策が不在の国として韓国と同じくアジ
ア型と分類される。ウィットレイのビジネスシステム
の 5 分類でも，日本の職場は，産業別労働組合が企業
の外で重要な課題を議論し，各労働者が保有する資格
や学位が評価の基準となる北部ヨーロッパ諸国と比
べ，マネージャーによる部下のコントロールや評価に
おける裁量が相対的に高い国とされる。他方，アマー
ブルの 5 分類でさえ，日韓の違いを考えた時，完璧な
分類とは言えないという見方もあり（ルシュヴァリエ 
2015），類型化を行う以上，過剰単純化の批判は免れ
ないと言えよう。
　LMEs と CMEs という 2 類型が注目されがちだが，
こうした批判の多くは著者たちが既に本書の中でも言
及している点でもあり，上述の通り，分類の根拠は制
度間の類似性というより，企業のコーディネーション
様式の違いであることに留意したい。全 14 章から成
る VoC の各章は，労使関係，金融システムなどテー
マごとの分析となるが，社会保障や技能形成に関連す
る第 4 章では，そうした制度の特徴から 18 か国の主
要な技能が比較され（p. 170），雇用システムや教育
訓練システムの国際比較を行う上で参考になる。

日本への示唆

　新卒一括採用がなぜ続くのか，なぜ賃金が上がらな
いのか，国産ワクチンがなぜできないのか，貯蓄から
投資がなぜ起こらないかなど，多くの課題が繰り返し

検討されながら本質的な改革に至っていない。こうし
た課題については，変化のために何が必要か，変化に
より失うものはなにか，その上で，その変化は本当に
望ましいものか，VoC の論点から議論したらどうだ
ろうか。「新しい資本主義」を標榜するのであれば，
先ずは代表的文献を理解することから始めるべきでは
ないか。


